
別紙５－１ 

新旧対照表 

【輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱いについて（平成 22 年２月 12 日財関第 142 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

第５章 輸入通関関係 

 

第１節 輸入申告 

 

（輸入申告事項の登録）  

１－１ 輸入申告（特例申告貨物（法第７条の２第２項に規定する特例申

告貨物をいう。以下同じ｡）の輸入申告、製造済外国貨物（法第 58 条の

２に規定する製造済外国貨物をいう。以下同じ。）の移出輸入申告又は

総保出輸入申告（以下この章において「移出（総保出）輸入申告」とい

う。）並びに関税法基本通達 67－４－６に規定するマニフェスト等によ

る輸入申告を除く。）及び輸入申告に併せて行う関税等の納税申告並び

に輸入許可前引取承認申請（以下この節からこの章第６節まで、この章

第 15 節及び第 15 節の２において「輸入申告」という｡）を行う者及びそ

の代理人である通関業者（以下この節において「通関業者等」という｡

）がシステムを使用して輸入申告を行う場合は、当該輸入申告に先立

ち、次のいずれかの方法により輸入申告事項の登録を行うことを求める

ものとする。 

なお、納税義務者が、ＭＰＮ利用方式又はリアルタイム口座振替方式

による関税等の納付を希望する場合には、税関手続オンライン化省令第

５条第１項の規定に基づき、当該納付を行いたい旨のコードをシステム

に併せて入力するものとする。 

⑴及び⑵ （省略） 

また、ＴＰＰ11 協定附属書２－Ｄ第Ｂ節及び付録Ｃ又はＲＣＥＰ協定

第２・６条に規定する「関税率の差異」のある産品について、譲許され

ている税率のうち、最高税率の適用を受けようとする場合は記事欄にそ

の旨を記載することとする。 

 

（輸入申告時の関係書類等の提出）  

１－４ 前項の規定により通関業者等に「輸入申告等控情報」（審査区分

が簡易審査扱い（区分１）で輸入許可となった場合は「輸入許可等通知

情報」。以下この項において同じ｡）が配信されたときの関係書類の提出

の取扱いは以下のとおりとする。 

第５章 輸入通関関係 

 

第１節 輸入申告 

 

（輸入申告事項の登録）  

１－１ 輸入申告（特例申告貨物（法第７条の２第２項に規定する特例申

告貨物をいう。以下同じ｡）の輸入申告、製造済外国貨物（法第 58 条の

２に規定する製造済外国貨物をいう。以下同じ。）の移出輸入申告又は

総保出輸入申告（以下この章において「移出（総保出）輸入申告」とい

う。）並びに関税法基本通達 67－４－６に規定するマニフェスト等によ

る輸入申告を除く。）及び輸入申告に併せて行う関税等の納税申告並び

に輸入許可前引取承認申請（以下この節からこの章第６節まで及びこの

章第 15 節において「輸入申告」という｡）を行う者及びその代理人であ

る通関業者（以下この節において「通関業者等」という｡）がシステム

を使用して輸入申告を行う場合は、当該輸入申告に先立ち、次のいずれ

かの方法により輸入申告事項の登録を行うことを求めるものとする。 

なお、納税義務者が、ＭＰＮ利用方式又はリアルタイム口座振替方式

による関税等の納付を希望する場合には、税関手続オンライン化省令第

５条第１項の規定に基づき、当該納付を行いたい旨のコードをシステム

に併せて入力するものとする。 

 

⑴及び⑵ （同左）  

また、ＴＰＰ11 協定附属書２－Ｄ第Ｂ節及び付録Ｃ又はＲＣＥＰ協定

第２・６条に規定する「関税率の差異」のある産品について、譲許され

ている税率のうち、最高税率の適用を受けようとする場合は記事欄にそ

の旨を記載することとする。 

 

（輸入申告時の関係書類等の提出）  

１－４ 前項の規定により通関業者等に「輸入申告等控情報」（審査区分

が簡易審査扱い（区分１）で輸入許可となった場合は「輸入許可等通知

情報」。以下この項において同じ｡）が配信されたときの関係書類の提出

の取扱いは以下のとおりとする。 
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⑴ （省略） 

⑵ 簡易審査扱い（区分１）となった輸入申告の場合 

原則として添付書類等の提出を省略するものとする。ただし、次に

掲げる輸入申告については、添付書類等に輸入申告番号等を付記し

て、提出することを求めるものとする。この場合、次のイからヘまで

に掲げる輸入申告に係る添付書類等の提出期限は、輸入の許可の日の

翌日から３日以内（行政機関の休日の日数は算入しない。）とし、ト

に掲げる輸入申告に係る添付書類等の提出期限については、税関が指

定するものとする。 

なお、当該提出を求める場合において、上記⑴イ又はロのいずれか

に該当するときは、上記⑴と同様、２部（税関用１部、会計検査院用

１部）提出するよう求めるものとする。 

イ及びロ （省略） 

ハ ＥＰＡ税率（経済連携協定（暫定法第７条の７に規定する経済連

携協定をいう。）における関税についての特別の規定による便益に

よる税率をいう。以下同じ。）の適用を受けようとする貨物に係る

関税法施行令（昭和 29 年政令第 150 号）第 61 条第１項第２号イ⑴

に規定する締約国原産地証明書（この章第 15 節の２の規定により

電子原産地証明書を提出する場合における当該電子原産地証明書を

除く。）若しくは同号イ⑵に規定する締約国原産品申告書（この項

において「締約国原産地証明書等」といい、同条第４項及び第８項

において輸入申告の際に提出することとされているものを含む。）

又は特恵税率（暫定法第８条の２第１項又は第３項に規定する税率

をいう。以下同じ。）の適用を受けようとする貨物に係る関税暫定

措置法施行令（昭和 35年政令第 69号）第 27条第１項に規定する原

産地証明書の提出を要する輸入申告（当該貨物が特例輸入者に係る

特例申告貨物である場合を除くものとし、特例委託輸入者に係る特

例申告貨物については、当該輸入申告の依頼を受けた認定通関業者

が締約国原産地証明書等又は原産地証明書の確認を的確に行ってい

ないことその他の理由により関税の徴収の確保に支障があると認め

られる場合に限る。） 

なお、関税法施行令第 61 条第１項第２号イ⑵に規定する締約国

⑴ （同左） 

⑵ 簡易審査扱い（区分１）となった輸入申告の場合 

原則として添付書類等の提出を省略するものとする。ただし、次に

掲げる輸入申告については、添付書類等に輸入申告番号等を付記し

て、提出することを求めるものとする。この場合、次のイからヘまで

に掲げる輸入申告に係る添付書類等の提出期限は、輸入の許可の日の

翌日から３日以内（行政機関の休日の日数は算入しない。）とし、ト

に掲げる輸入申告に係る添付書類等の提出期限については、税関が指

定するものとする。 

なお、当該提出を求める場合において、上記⑴イ又はロのいずれか

に該当するときは、上記⑴と同様、２部（税関用１部、会計検査院用

１部）提出するよう求めるものとする。 

イ及びロ （同左） 

ハ ＥＰＡ税率（経済連携協定（暫定法第７条の７に規定する経済連

携協定をいう。）における関税についての特別の規定による便益に

よる税率をいう。）の適用を受けようとする貨物に係る関税法施行

令（昭和 29 年政令第 150 号）第 61 条第１項第２号イ⑴に規定する

締約国原産地証明書若しくは同号イ⑵に規定する締約国原産品申告

書（この項において「締約国原産地証明書等」といい、同条第４項

及び第８項において輸入申告の際に提出することとされているもの

を含む。）又は特恵税率（暫定法第８条の２第１項又は第３項に規

定する税率をいう。以下同じ。）の適用を受けようとする貨物に係

る関税暫定措置法施行令（昭和 35年政令第 69号）第 27条第１項に

規定する原産地証明書の提出を要する輸入申告（当該貨物が特例輸

入者に係る特例申告貨物である場合を除くものとし、特例委託輸入

者に係る特例申告貨物については、当該輸入申告の依頼を受けた認

定通関業者が締約国原産地証明書等又は原産地証明書の確認を的確

に行っていないことその他の理由により関税の徴収の確保に支障が

あると認められる場合に限る。） 

なお、関税法施行令第 61 条第１項第２号イ⑵に規定する締約国

原産品であることを明らかにする書類の取扱いについては、関税法

基本通達 68－５－11 の４の規定に準じて行うものとし、同項⑵ホ
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原産品であることを明らかにする書類の取扱いについては、関税法

基本通達 68－５－11 の４の規定に準じて行うものとし、同項⑵ホ

(ｲ)の完全に得られる産品又は完全に生産される産品の場合には、

輸入申告書の記事欄に「ＥＰＡ ＷＯ」の入力を行うものとする。 

ニ～ト （省略） 

⑶ （省略） 

 

第15節 輸入申告等に係る添付書類等の電磁的記録による提出 

 

（輸入申告等時の添付書類等の提出） 

15－１ 輸入申告又は輸入（引取）申告又はマニフェスト等による輸入申

告（以下この項及び次項において「輸入申告等」という。）を行う者及

びその代理人である通関業者（以下この項及び次項において「通関業者

等」という。）がシステムを使用して添付書類等を電磁的記録により提

出する場合は、次により取り扱うものとする。なお、この場合におい

て、輸入申告等控（輸入申告等に係る申告控情報を出力したものをい

う。以下この項及び次項において同じ。）を提出することを求めないも

のとする。 

⑴及び⑵ （省略） 

⑶ 電磁的記録により提出する書類の解像度は200dpi以上とし、原則と

して白黒のファイルでの提出を認めるものとする。ただし、関税法施

行令第61条第１項第１号に規定する原産地証明書、同項第２号イ⑴に

規定する締約国原産地証明書（この章第15節の２の規定により電子原

産地証明書を提出する場合における当該電子原産地証明書を除く。）

又は関税暫定措置法施行令第27条第１項に規定する原産地証明書につ

いては、カラーのファイルでの提出を求めるものとする。なお、提出

された添付書類等が不鮮明であり記載内容を正確に確認できない場合

など税関の審査・検査に支障があると認められる場合には、再度提出

することを求めるものとする。 

 ⑷～⑹ （省略） 

 

第15節の２ 電子原産地証明書の提出 

(ｲ)の完全に得られる産品又は完全に生産される産品の場合には、

輸入申告書の記事欄に「ＥＰＡ ＷＯ」の入力を行うものとする。 

 

 

ニ～ト （同左） 

⑶ （同左） 

 

第15節 輸入申告等に係る添付書類等の電磁的記録による提出 

 

（輸入申告等時の添付書類等の提出） 

15－１ 輸入申告又は輸入（引取）申告又はマニフェスト等による輸入申

告（以下この項及び次項において「輸入申告等」という。）を行う者及

びその代理人である通関業者（以下この項及び次項において「通関業者

等」という。）がシステムを使用して添付書類等を電磁的記録により提

出する場合は、次により取り扱うものとする。なお、この場合におい

て、輸入申告等控（輸入申告等に係る申告控情報を出力したものをい

う。以下この項及び次項において同じ。）を提出することを求めないも

のとする。 

⑴及び⑵ （同左） 

⑶ 電磁的記録による提出する書類の解像度は200dpi以上とし、原則と

して白黒のファイルでの提出を認めるものとする。ただし、関税法施

行令第61条第１項第１号に規定する原産地証明書、同第２号に規定す

る締約国原産地証明書又は関税暫定措置法施行令第27条第１項に規定

する原産地証明書については、カラーのファイルでの提出を求めるも

のとする。なお、提出された添付書類等が不鮮明であり記載内容を正

確に確認できない場合など税関の審査・検査に支障があると認められ

る場合には、再度提出することを求めるものとする。 

  

 

⑷～⑹ （同左） 

 

（新規） 
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（電子原産地証明書の提出） 

15の２－１ システムを使用して輸入申告、蔵入承認申請、移入承認申請

又は総保入承認申請（予備申告及び予備申請を含む。以下この項及び15

の２－３において「輸入申告等」という。）を行う者及びその代理人で

ある通関業者（以下この節において「通関業者等」という。）が、関税

法施行令第36条の３第３項（同令第50条の２の規定において準用する場

合を含む。）、第51条の12第３項又は第61条第１項第２号イ⑴に規定する

締約国原産地証明書の提出にあたり、システムに登録された電子原産地

証明書（「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の

協定」（平成20年条約第２号。以下「インドネシア協定」という。）第41

条に規定する原産地証明書のうち、インドネシア共和国の発給機関が電

子的に発給し、日本国及びインドネシア共和国の間で構築した原産地証

明書のデータ交換に係る電子システムを経由してシステムに登録された

データをいう。以下同じ。）を提出する場合には、次により取り扱うも

のとする。 

⑴ 輸入申告等においてＥＰＡ税率の適用を求めるために電子原産地証

明書を提出しようとする通関業者等に対し、当該輸入申告等を行う前

に、当該電子原産地証明書の発給を受けた輸出者又は生産者から当該

電子原産地証明書の原産地証明書番号及び当該電子原産地証明書に登

録された貨物のうち１品目目の仕入書番号（以下この項において「仕

入書番号」という。）の情報を入手すること並びに当該情報を利用し

て「原産地証明書情報内容照会」業務により、以下のイからチまでの

要件を満たしている旨の確認を求めるものとする。 

イ 当該輸入申告等を行おうとする貨物に係る電子原産地証明書がシ

ステムに登録されていること。 

ロ 当該電子原産地証明書にインドネシア協定附属書３に定める事項

が登録されていること。なお、当該事項のうち輸出者の申告及び証

明については、当該電子原産地証明書に輸出者の申告の日付及び証

明の日付が登録されていることをもってそれぞれ輸出者の申告及び

証明があったものとみなされるので留意する。 

  ハ 電子原産地証明書の発給を申請した輸出者又は生産者以外の者で
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あって第三国に所在する者が本邦の輸入者に対し仕入書を発行する

場合には、仕入書が第三国で発行される旨及び当該仕入書を発行す

る者の正式名称及び住所が登録されていること。 

ニ  電子原産地証明書に登録されている物品と輸入申告等を行おうと

する貨物が一致すること。 

ホ 電子原産地証明書が有効期間（発給の日から１年）内のものであ

ること。 

ヘ 単一の船積みに係る産品について発給された電子原産地証明書で

あること。なお、当該電子原産地証明書に２以上の仕入書の番号及

び日付が記載されていることのみをもって無効な扱いとはしないの

で留意する。 

ト 再発給された電子原産地証明書である場合には、当初の電子原産

地証明書の番号及び発給年月日が登録されていること。なお、再発

給された電子原産地証明書の有効期間の起算日は当初の電子原産地

証明書が発給された日となるので留意すること。 

チ 船積日から起算して４日目以降（例えば、船積日が７月１日であ

れば、７月４日以降）に発給された電子原産地証明書においては、

遡及的に発給された旨が登録されていること。 

なお、電子原産地証明書が上記イからチまでのいずれかの要件を満

たさない場合又はその他の不備がある場合には、関税法基本通達68－

５－12に準じて取り扱うものとする（発給機関の印影及び署名に関す

る不備に係るものを除く。）。 

⑵ 通関業者等が上記⑴の確認の後、輸入申告等において電子原産地証

明書を提出する場合には、以下のいずれかの方法により当該電子原産

地証明書に登録された項目を入力することを求めるものとする。 

イ 当該電子原産地証明書に係る仕入書番号、原産地証明書番号の順

に輸入承認証番号等欄の連続する２欄に入力する方法 

ロ 当該電子原産地証明書を識別するためにシステムにより付された

固有の番号を輸入承認証番号等欄に入力する方法 

 

（電子原産地証明書の内取） 

15の２－２ 通関業者等が、システムに登録された一の電子原産地証明書
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（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 6  

改正後 改正前 

に係る貨物を分割して逐次輸入する場合は、次により取り扱うものとす

る。 

⑴ 輸入申告事項の登録に際して上記15の２－１⑵イ又はロに規定する

項目の入力を行った上で、「原産地内取内容呼出し」業務を利用し

て、電子原産地証明書の内取内容の仮登録を行うことを求めるものと

する。 

⑵ 通関業者等が、上記⑴により仮登録した電子原産地証明書に係る輸

入申告（予備申告の場合にあっては予備申告）を行った後、通関担当

部門による「輸入申告審査終了」業務が行われる前に、システムに仮

登録された電子原産地証明書の内取内容について訂正又は取消しを行

おうとする場合には、あらかじめ通関担当部門に当該訂正又は取消し

の申出を行った上で、「原産地内取内容呼出し」業務を利用して、当

該訂正又は取消しを行うことを求めるものとする。 

⑶ 通関担当部門による「輸入申告審査終了」業務が行われ、電子原産

地証明書の内取内容を税関が確認した旨がシステムに登録された後

に、通関業者等が当該登録内容の訂正を求める場合には、あらかじめ

当該通関担当部門に当該訂正の申出を行った上で、「原産地内取内容

呼出し」業務を利用して、登録内容を訂正することを求めるものとす

る。 

⑷ 電子原産地証明書に登録された貨物の数量又は数量の単位が実際に

輸入される貨物の数量又は数量の単位と相違する場合であって、上記

15の２－１の規定により、当該電子原産地証明書を当該輸入される貨

物全体に対して有効なものとして取り扱うときの当該電子原産地証明

書の内取は、当該電子原産地証明書に登録された貨物の数量又は数量

の単位に基づき行う必要があることに留意する。この場合において、

通関業者等に対し、当該電子原産地証明書に登録された貨物の数量の

範囲内において、各々の内取における数量を調整の上、各内取の仮登

録を行わせることとして差し支えない。 

 

（システムによる輸入申告等からマニュアルによる輸入申告等への切替

え等における電子原産地証明書の取扱い） 

15の２－３ システムによる輸入申告等からマニュアルによる輸入申告等
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 7  
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に切り替える場合等における電子原産地証明書の取扱いについては、以

下により行うものとする。 

⑴ 上記15の２－１⑵の規定により電子原産地証明書に係る項目を入力

して行った輸入申告等について、システムによって処理をすることが

できなくなったことにより、マニュアルによる輸入申告等に切り替え

る場合には、通関業者等が「原産地証明書情報内容照会」業務により

出力した「原産地証明書情報照会情報」（別紙様式Ｍ－572号（当該電

子原産地証明書に仕入書番号及び仕入書の日付が２回以上登録されて

いる場合又は内取情報が７回以上登録されている場合にあっては、別

紙様式Ｍ－572号及びＭ－573号）。以下「原産地証明書情報照会情報

」という。）にマニュアルによる輸入申告等に切り替えることとなっ

た旨を付記した上で当該輸入申告等の添付書類として提出することに

よって関税法施行令第61条第１項第２号イ⑴に規定する締約国原産地

証明書の提出があったものとして取り扱って差し支えない。なお、当

該輸入申告に際して上記15の２－２の規定により内取内容の仮登録を

行っている場合には、当該仮登録の取消しを行わせるものとする。 

⑵ 上記15の２－２の規定により電子原産地証明書の内取を行おうとす

る場合において、電子原産地証明書の内取内容の登録の上限（電子原

産地証明書に登録された貨物の品目毎に10回）を超えて内取内容の登

録が必要となった場合その他の理由により輸入申告時のシステムによ

る内取内容の登録ができないときには、通関業者等が「原産地証明書

情報内容照会」業務により出力した「原産地証明書情報照会情報」に

システムによる内取を行うことができない旨及びその内取内容を付記

した上で、この章第１節１－４により提出する関係書類（この章第15

節の規定により電磁的記録により提出する場合を含む。）として提出

することによって、関税法施行令第61条第１項第２号イ⑴に規定する

締約国原産地証明書の提出があったものとして取り扱って差し支えな

い。 

⑶ 上記⑴及び⑵の規定により通関業者等が「原産地証明書情報照会情

報」を提出する場合において、当該電子原産地証明書に係る貨物をさ

らに分割して輸入する場合には、関税法基本通達68－５－17において

準用する同68－３－９の⑷及び⑸の規定によるものとし、この場合に
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おいて、同規定中「原産地証明書」とあるのは「通関業者等が出力し

た「原産地証明書情報照会情報」」 と読み替えるものとする。 

 

（特例申告貨物に係る電子原産地証明書の提出等） 

15の２－４ 特例申告貨物について電子原産地証明書によりＥＰＡ税率の

適用を求める場合には、関税法基本通達67－３－４⑷の規定に関わら

ず、次のいずれかの方法により行うことを求めるものとする。 

⑴ 輸入（引取）申告時に電子原産地証明書を提出する方法  

この節15の２－１の規定に準じて電子原産地証明書を提出する。 

⑵ 輸入（引取）申告時に電子原産地証明書を提出することなく保存す

る方法 

当該電子原産地証明書について通関業者等が「原産地証明書情報内

容照会」業務により出力した「原産地証明書情報照会情報」を関税法

施行令第４条の12第２項第５号（同令第83条第３項において準用する

場合を含む。）に規定する締約国原産地証明書として、特例輸入者又

は特例委託輸入者において保存する。 

 

（災害その他やむを得ない理由による提出猶予が認められた電子原産地

証明書の提出） 

15の２－５ 関税法施行令第36条の３第３項（同令第50条の２の規定にお

いて準用する場合を含む。）、第51条の12第３項又は第61条第４項の規定

により、災害その他やむを得ない理由によって締約国原産地証明書の提

出猶予が認められた場合において、相当と認められる期間内に電子原産

地証明書を提出する場合には、通関業者等が「原産地証明書情報内容照

会」業務により出力した「原産地証明書情報照会情報」を提出させるも

のとする。 

 

 


